令和8年度　人文学林TA/TF（豊中）

留意事項（TA/TF）
【A】従事日時、従事内容、従事場所等の確認について 
・TA/TFの業務に従事する日時、従事内容、従事場所などについては、事前に担当教員とよく調整の上、指示に従って従事して下さい。
・メディア授業等実施に伴い、通常と異なる従事場所や従事方法となる場合がありますので、十分に確認してください。
・受入れ決定通知書添付：別紙「業務従事時間帯一覧」に記載の「時間数上限 ○○時間」が受入れ期間中に従事できる予算上の上限時間数です。
・各月の給与計算は、月の初日から末日までを単位として計算を行います。各月の合計従事時間に１時間未満の端数が生じた場合は１時間に切り上げて支給されますので、従事時間数の残時間数確認の際にはご留意ください。
（例：５月分の合計従事時間数が８時間２０分の場合→９時間分支給）
・従事日時は、学内の他の業務（＊）の従事時間と重複できません。
・同じ日に学内の他の業務に従事する場合は、必ず各々の従事時間の間に休憩時間（少なくとも１０分以上）を挟んでください。
・１日の従事時間は、学内の他の業務の従事時間も合算して合計８時間が上限です。
・１日の従事時間が６時間を超える場合は、必ず途中で４５分以上の休憩時間を挟んでください。
・２２時以降、及び土日祝日の従事はできません。
・1週間の従事時間は、学内の他の業務の従事時間も合算して、合計３０時間が上限です。
・１週間の合計従事時間は、恒常的に（２カ月以上にわたって連続して）２９時間を超えることはできません。

・学会参加など公的資金等で出張する場合は、出張日（移動日を含む）を従事日にしないでください。
・休学、退学、修了等により学生としての身分を喪失する場合は、受入れが終了となり、業務に従事できなくなりますのでご留意ください。

（＊）学内の他の業務：TA/TF、RA、アルバイト、チューターなどの大阪大学から報酬を受け従事している業務すべてを指します。他研究科や全学教育推進機構・図書館等の他部局で従事する業務を含みますのでご留意ください。
【B】従事時間報告の流れ 
・TA/TFの業務に従事する都度、その日の従事時間等を確認するための手続きが必要です。
・給与支給手続きのため、毎月、その月の初日から末日までを単位として従事時間数を報告するための手続が必要です。
・具体的な手順は次のとおりです。
1） 毎月、当月分の「従事時間報告書」を作成する
・ひと月（月の初日から末日まで）で１枚作成してください。
・様式上部にある「〇〇年〇〇月」欄に記入漏れのないよう注意してください。

・「従事講義名等」欄は、受入決定通知書：別紙「業務従事時間帯一覧」の科目名を記入してください。
・「個人番号」は受入決定通知書の右肩に記載している８桁の数字です。
（本学での人事給与手続きに使用する番号です）

・複数個人番号を保有している場合、個人番号ごとに１枚作成してください。また、個人番号を取り違えないようご注意ください。
（参考）上述の「個人番号」に対し、「ロールID（大阪大学個人IDに関連付けたID。uで始まる８桁の英数字）」が発行されます。ロールIDは次のリンクから確認いただけます。
https://auth-reg.auth.osaka-u.ac.jp/AttributeRegistSite/UserList_Servlet
　　　大阪大学個人IDでマイハンダイにログイン→
「全学IT認証基盤サービス」にある[ロール情報確認]リンクをクリック
2） 従事する日に、事務窓口に設置の「出勤簿」に署名又は押印する
・身分証を携行の上、従事する日に下記いずれかの窓口にお越しいただき、出勤簿に署名又は押印してください。

・窓口対応時間は９時～１２時及び１３時～１７時です。従事日当日であれば、何時に署名又は押印してもかまいません。
・メディア授業等に伴い従事日に来学せずに従事するため署名又は押印ができない場合は、従事時間報告書の備考欄に事情を記載してください（例：オンライン）。　
●豊中キャンパス
言語文化B棟1階　人文学研究科豊中事務部人事係
●箕面キャンパス
外国学研究講義棟2階　人文学研究科箕面事務部庶務係
3） 従事終了後にその都度「従事時間報告書」に記入する
・従事の都度、従事日、開始時刻、終了時刻、従事時間数を手書きで記入してください。
・休憩があった場合は備考欄に休憩時間を記入してください。
（例：「休憩12:00-12:45」等）
・特に６時間を超えて従事した場合の休憩時間の記載漏れや計算間違いにご注意ください。
4） 「従事時間報告書」に受入教員の署名又は押印を受ける
・記入内容について受入教員の確認を受け、受入教員の署名又は押印を受けてください。
・メディア授業等により、担当教員の署名又は押印を受けられない場合は、以下により取り扱い願います。
・従事場所、従事時間及び従事内容について担当教員からの指示内容がわかる資料（メールなど）を保管しておく。
・従事の都度、始業時間及び終業時間を担当教員に報告し、その内容がわかる資料（メールなど）を保管しておく。
・担当教員が従事内容を現認できない従事形態の場合は、当日の従事内容を担当教員に簡潔に報告する。
＊これらの資料については、従事実態確認のため、後日提出を求められる場合があります。
5） 月末までの従事予定を、各月の締切日までに人事係へ報告する
・各月の期限は末尾記載のとおりです。

・毎月の締め切り日までに、月末までの従事内容が記載された「従事時間報告書」を人事係（jinbun-jinji@office.osaka-u.ac.jp）へ提出してください。
・月末近くの従事予定など、提出時点で「予定」の従事内容についても記載してください。
・紙で提出いただく場合は、鉛筆などで月末までの予定を記載のうえ、「従事時間報告書」のコピーをご提出ください。
・提出期限までに当月のすべての従事が終了している場合は、７）に従って「従事時間報告書」の本紙を提出いただいて構いませんが、その場合も提出期限は守ってください。
・当月の従事実績が無い場合も提出が必要です。

（参考）給与支給のための計算は、月の初日から末日までを単位として、翌月初日に処理を行います。期限が非常に短いため、各月の下旬に、「予定」としての従事時間報告書をご提出いただき、変更があった場合はその都度お知らせいただく、という方法で処理を進めています。

6） 報告済の内容に変更が生じた場合は、至急メールで詳細を連絡する
・５）により提出いただいた従事時間報告書の内容に変更が生じた場合は、その詳細について至急メールで人事係へお知らせ願います。
・月末近くに従事した内容を、翌月分として報告することなどはできません。
7） 「従事時間報告書」の最終版を人事係へ提出する

・本人及び担当教員の署名又は押印が必要です
・従事実績がなかった月の報告書については、担当教員の署名又は押印を省略できます。
・署名又は押印済みの「従事時間報告書」をメールによりPDFファイルで提出いただいても差し支えありません。
・「メディア授業等により、担当教員の署名又は押印をもらえない」状況が引き続いている場合は、担当教員とメールで従事時間数等の最終確認を行い、その資料（メールなど）を保管するとともに、本人が署名又は押印した本紙を提出してください。
■『勤務時間報告書』の提出期限（２０２６年度）

	月
	報告書提出期限日
	月
	報告書提出期限日

	4月
	２０２６年 4月2２日(水)
	1０月
	２０２６年10月2３日(金)

	5月
	２０２６年 5月2２日(金)
	1１月
	２０２６年11月2０日(金)

	6月
	２０２６年 6月２３日(火)
	12月
	２０２６年12月２１日(月)

	7月
	２０２６年 7月2４日(金)
	1月
	２０２７年  1月2２日(金)

	8月
	２０２６年 8月2４日(月)
	2月
	２０２７年  2月１８日(木)

	9月
	２０２６年 9月２４日(木)
	
	


�倉田係長からTeams提出の案。教員から提出してもらうことにより、内容確認済みであることにもなる。





